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　豊中市長からの諮問に基づき、豊中市国民健康保険条例（昭和３５年豊中市条例第２号）

第１１条の５及び第１１条の5の１０を改正することについて審議する。

（２） 後期高齢者支援金等賦課限度額 200,000円

（1万円引上げ）

議 案 第 １ 号

保険料の賦課限度額の変更について

（１） 基礎賦課限度額 650,000円

（2万円引上げ）



　豊中市長からの諮問に基づき、豊中市国民健康保険条例（昭和３５年豊中市条例第２号）

第１１条第１項、第11条の５の５第1項及び第１１条の９第１項の規定にかかわらず、下記のとおり

令和4年度（2022年度）分の国民健康保険料の料率の特例を設定することについて審議する。

議 案 第 ２ 号

（１） 基礎賦課額の保険料率

所 得 割 １００分の８．４９

令和４年度(2022年度)分の国民健康保険料の料率の特例について

被保険者均等割 ３０，３０４円

世 帯 別 平 等 割 ２９，２８１円

世帯別平等割（特定世帯） １４，６４１円

世帯別平等割（特定世帯） ４，１９８円

（３） 介護納付金賦課額の保険料率

（２） 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

所 得 割 １００分の２．５０

被保険者均等割 ９，０４６円

所 得 割 １００分の２．３４

被保険者均等割 １６，９９６円

世帯別平等割（特定継続世帯） ２１，９６１円

世帯別平等割（特定継続世帯） ６，２９７円

世 帯 別 平 等 割 ８，３９６円



　豊中市長からの諮問に基づき、第２期豊中市国民健康保険　広域化への対応実施計画

の一部を下記のとおり改正することについて審議する。

（Ⅳ―３　市独自の保険料軽減・減免、一部負担金減免の見直しについて）

 市独自減免のうち、障害者のおられる世帯や母子・父子世帯などを対象とした

特別減額については、「令和4年度（2022年度）より激変緩和措置期間終了まで」を

「令和5年度（2023年度）より激変緩和措置期間終了まで」に改め、その減額割合に

ついては、「令和4年度2割→令和5年度1割→令和6年度廃止」を

「令和5年度1.5割→令和6年度廃止」に改める。

第２期豊中市国民健康保険　広域化への対応実施計画の一部
変更について

議 案 第 3 号


